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三春町告示第８４号 

 

 令和２年第２回三春町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  令和２年７月２９日 

 

                                                   三春町長 坂 本 浩 之 

 

１ 日  時  令和２年８月５日（水）午前１０時 

２ 場  所  三春町議会議場 

３ 付議案件  

（１）議案第５５号  令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について 
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令和２年第２回三春町議会臨時会を三春町議会議場に招集した。 

１ 応招議員・不応招議員 

 １）応招議員（１６名） 

１番 本 田 忠 良 ２番 橋 本 善 次 ３番 井 上   聡 

４番 新 田 信 二 ５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 

７番 佐 藤 一 八 ８番 三 瓶 文 博 ９番 松 村 妙 子 

10番 篠 崎   聡 11番 佐久間 正 俊 12番 橋 本 善一郎 

13番 影 山 常 光 14番 隂 山 𠀋 夫 15番 影 山 初 吉 

16番 佐 藤   弘     

 ２）不応招議員（なし） 

２ 会議に付した事件は次のとおりである。 

議案第５５号  令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について 
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令和２年８月５日（水曜日） 

１ 出席議員は次のとおりである。 

１番 本 田 忠 良 ２番 橋 本 善 次 ３番 井 上   聡 

４番 新 田 信 二 ５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 

７番 佐 藤 一 八 ８番 三 瓶 文 博 ９番 松 村 妙 子 

10番 篠 崎   聡 11番 佐久間 正 俊 12番 橋 本 善一郎 

13番 影 山 常 光 14番 隂 山 𠀋 夫 15番 影 山 初 吉 

16番 佐 藤   弘     

２ 職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長  佐久間 孝夫    書記    橋本 和宜 

３ 地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。   

町   長 坂 本 浩 之 

副 町 長 佐 藤 知 憲 

 

総 務 課 長 伊 藤   朗 財 務 課 長 菊 田 誠 子 

住 民 課 長 遠 藤 信 行 企 画 政 策 課 長 宮 本 久 功 

保 健 福 祉 課 長 佐久間 美代子 子育て支援課長 影 山 清 夫 

産 業 課 長 永 山   晋  

   

教 育 長 添 田 直 彦 
教 育 次 長 兼 

教 育 課 長 
本 間   徹 

生 涯 学 習 課 長 藤 井   康  

４ 議事日程は次のとおりである。 

  議事日程 令和２年８月５日（水曜日） 午前１０時００分開会 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

   第３ 諸般の報告 

   第４ 議案の提出 

   第５ 町長挨拶並びに提案理由の説明 

   第６ 議案の質疑 

   第７ 議案の審議 

５ 会議次第は次のとおりである。 

      （開会 午前１０時００分） 

○議長  おはようございます。 

  執行側や議員が演壇等で発言する際は、十分な距離が確保されていることから、マスクを

外して発言することを許可いたします。 

  それでは、脱衣を許します。 

…………・・ 開 会 宣 言 ・・………… 

○議長  ただ今出席している議員は１６名であります。したがって地方自治法第１１３条に
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規定する定足数に達しており、会議は成立しました。 

それでは、ただ今から令和２年第２回三春町議会臨時会を開会いたします。 

○議長  お諮りします。本臨時会の議事日程は、お手元に配付した令和２年第２回三春町議

会臨時会議事日程のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  よって配布の議事日程のとおり決定いたしました。 

…………・・ 会議録署名議員の指名 ・・………… 

○議長  日程第１により、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、４番新田信二君、５番山崎ふじ子君のご

両名を指名いたします。 

…………・・ 会 期 の 決 定 ・・………… 

○議長  日程第２により、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

  （異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は、８月５日の１日限りと決定いたしました。 

  …………・・ 諸 般 の 報 告 ・・………… 

○議長  日程第３により、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、執行側からの説明及び答弁のための出席者は、配

付してある届出の写しのとおりであり、議場の席次については、配付してある「議場席次図」のと

おりであります。 

…………・・ 議 案 の 提 出 ・・………… 

○議長  日程第４により、議案の提出を行います。 

提出議案は、配付いたしました議案書のとおり議案第５５号「令和２年度三春町一般会計

補正予算（第３号）について」の１議案であります 

…………・・ 町長挨拶並びに提案理由の説明 ・・………… 

○議長  日程第５により、町長あいさつ並びに提案理由の説明を求めます。 

  坂本町長。 

○町長  おはようございます。 

梅雨が明けまして、猛暑の中、ご審議となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は今、第２波の憂慮がされております。すで

に、コロナウイルス感染症対策については、可決いただきました様々な事業を執行してござ

いますが、今後、さらなる拡大、あるいは急を要するものなどを含めまして、今回提案をさ

せていただきました。今回の対策を踏まえまして、より一層万全な対策でこのコロナ禍を乗

り切っていきたいというふうに考えてございます。 

それでは、議案についての説明を申し上げます。議案説明書の１ページをお開きください。

議案第５５号「令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について」であります。これは、

今回の補正予算は、歳入においては、総務費国庫補助金、衛生費県委託金、財政調整基金繰

入金、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策基金繰入金等の追加であります。歳出におい
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ては、財政管理費、財産管理費、児童福祉総務費、保健衛生総務費、予防費、農業振興費、

商工振興費、小学校管理費、中学校管理費、幼稚園費、交流館費等の追加と、議会費、一般

管理費及び教育振興費の減額が主なものであります。今回の補正により、歳入歳出それぞれ

３億７，７９９万円を追加し、歳入歳出予算総額を１０２億７，６３６万円とするものであ

ります。 

以上、慎重審議くださいまして、可決くださいますようお願い申し上げまして、あいさつ

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

…………・・ 議案の質疑 ・・………… 

○議長  日程第６により、会議規則第３７条の規定により、提出議案に対する質疑を行いま

す。 

  これは、議案第５５号の提出理由の説明に対する質疑であります。 

○議長  議案第５５号「令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について」を議題と

します。 

これより質疑を許します。 

（なしの声あり） 

○議長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結いたします。 

○議長 ここで議案調査のため、暫時休憩いたします。 

…………・・ 休  憩 ・・………… 

（休憩 午前１０時０６分） 

＜休   憩＞ 

（再開 午前１１時２８分） 

…………・・ 再  開 ・・………… 

…………・・ 議 案 の 審 議 ・・………… 

○議長  それでは、休憩を閉じて、休憩前に引き続き再開いたします。 

○議長  日程第７により、議案の審議を行います。 

議案第５５号「令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について」を議題といたし

ます。 

これより質疑を許します。 

（なしの声あり） 

○議長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。討論はありませんか。  

（なしの声あり） 

○議長  討論なしと認めます。 

これより議案第５５号を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

  （異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ただいま、総務・経済建設・文教厚生各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長よ

り、所管に係る事項について、会議規則第７１条の規定により、閉会中の審査・調査につい

て、別紙のとおり申し出がありましたので、閉会中の審査・調査に付することにご異議あり
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ませんか。  

（異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

よって、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より申し出のとおり、所管に係

る事項について、閉会中の審査・調査に付することに決定いたしました。 

○議長  ただいま、広報広聴特別委員会委員長より、所管に係る事項について、会議規則第

７１条の規定により、閉会中の審査・調査について、別紙のとおり申し出がありましたので、

閉会中の審査・調査に付することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

よって、広報広聴特別委員会委員長より申し出のとおり、所管に係る事項について、閉会

中の審査・調査に付することに決定いたしました。 

以上で、本臨時会の日程は、すべて終了いたしました。 

…………・・ 町 長 挨 拶 ・・………… 

○議長  ここで町長より発言があれば、これを許します。 

坂本町長。 

○町長  ただ今は、可決いただきまして本当にありがとうございます。 

間もなくお盆の帰省時期を迎えます。こういった時期でありますので、当然、帰省される

方々は、十分な予防対策をしてお帰りになるというふうに思っております。幸い、三春町で

はまだ感染者は出ておりませんが、いつ発生してもおかしくない実情がございます。仮に発

生した場合は、町といたしましては、感染者の個人情報は全力で守っていこうというふうに

思っております。発表内容につきましても、事細かにというふうな発表にいかないこともご

ざいますので、そういったことがございました場合には、これは個人の人権に配慮している

んだなということで、寛容の精神で見守っていただければ幸いというふうに思っております。 

厳しい暑さが急にやって参りました。皆さん体調に気をつけまして、静かにお盆を迎えて

いただきたいというふうに思っております。本日は大変お疲れ様でした。 

…………・・ 閉 会 宣 言 ・・………… 

○議長  これをもって、令和２年第２回三春町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時３２分） 
   

上記、会議の経過を記載して相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 令和２年８月５日 

 

    福島県田村郡三春町議会 

 

        議     長   佐 藤   弘 

 

        署 名 議 員   新 田 信 二 

 

        署 名 議 員   山 崎 ふじ子 
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議 案 審 議 結 果 一 覧 表 

議案番号 件     名 採決 議決の状況 

議案第５５号 令和２年度三春町一般会計補正予算（第３号）について 全 員 可 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


